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01 はじめに



1)令和7年度に起きた注意点や留意事項を、令和7年度第2回集団指導に引き続
 き掲載します。
 令和8年度の介護施設・事業所運営に活用してください。

2)電子申請届出システムの活用が進んでいます。
 電子申請届出システムでの申請・届出に関わらず、記載誤りや記載漏れが見
 うけられます。
 今回は「変更届」の基本的な部分を解説します。

3)島根県は、島根大学医学部との連携により作成された動画コンテンツを提 
 供しておられます。
 その中から、介護報酬告示や介護サービス基準省令に関係する研修コンテン
 ツを紹介しますので、効率的な事業運営に活用してください。

01.はじめに



4)厚生労働省の動向
◎次回の介護報酬改定は、令和９年４月です。
 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会（以下「介護保険部会」と記す）・
 介護給付費分科会（以下「給付費分科会」と記す）で示される資料を掲載し、
 介護保険部会や給付費分科会での議事録などをもとに、可能な限り事前の考
 察をしたいと考えています。
◎介護保険部会や給付費分科会の資料掲載後、数日経過してから議事録が掲載
 されます。このことから、資料掲載後、改定内容に訂正をする場合がありま
 す。
 

◎最終的には、令和９年３月上旬に発表される「令和９年度介護報酬改定にお
 ける改定事項について」の内容が介護報酬告示と介護サービス基準省令に反
 映されます。
 可能な限り最新の資料に更新して掲載をしますので、各介護施設・事業所に
 おいて、令和９年４月の体制に向けた事前準備の資料として活用してくださ
 い。
   （参考）  

01.はじめに

厚生労働省 介護保険部会 検索

厚生労働省 介護給付費分科会 検索

検索エンジンによっては最新
ページを検索しない場合があ
ります。



02
令和7年度の振り返り

(1)給付適正化事業について
(2)訪問介護における同一建物
  居住者へのサービス提供に
  ついて



02.令和7年度の振り返り

◎適正化事業に関する調査結果報告(1)

〇住宅改修費支給（現地調査）
 申請どおりの住宅改修が適切に行われ、改修によって安全に過ごせているか
 を確認する目的で調査を行いました。 
 ⇒令和7年度は５件実施、いずれも適正と認定しました。
  このうち、２件は住宅改修の事後申請の際に疑義が生じたことから、手す
  りの長さを計測、使用感の聞き取りを行いました。その他の３件について
  は、使用者の動きの確認や聞き取りを行い、安全性や精神的な不安が軽減
  されたと回答がありました。

〇福祉用具販売（現地調査）
 令和６年４月からの貸与・販売の選択制開始によるものの他、用具購入が適
 切であり、用具を使用して安全に在宅生活が送れているかを確認する目的で
 調査を行いました。
 ⇒令和7年度は６件実施、いずれも適正と認定しました。
  購入された福祉用具の写真の撮影と聞き取りを行いました。全ての現地調 
  査で、本人や家族から購入してよかったとの回答がありました。

(1)給付適正化について(1)



〇福祉用具貸与（軽度者申請の調査）
 軽度者（要支援1～2、要介護1：例外種目有）に対する福祉用具の貸与は、
 その状態像から使用が想定しにくい種目に対する保険給付は原則認められ
 ていません。
 ただし、厚生労働省が告示で定める状態像に該当する者については、要介
 護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合のほか、松江市 
 へ「軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認書（以降「確認書」とい
 う）」等の書面が提出され要否が判断された場合に限り、例外的に保険給
 付を認めることとしています。
 令和７年度は請求実績がある一方で確認書等の提出が確認できなかった７事
 業所に対して提出状況等の聞き取りを行い、保険給付の可否について結果を
 通知しました。
（令和７年９月サービス提供分）
 確認書の提出は、令和７年４月からメールでの受付を開始していましたが、 
 今後はメール受付を廃止し「しまね電子サービス」での受付に移行します。
 運用方法など、近日中に関係事業所へ周知を行う予定です。
 確認書の提出漏れが無いよう、適正給付に努めてください。

02.令和7年度の振り返り

◎適正化事業に関する調査結果報告(2)
(1)給付適正化について(2)



02
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(1)給付適正化事業について
(2)訪問介護における同一建物
  居住者へのサービス提供に
  ついて



02.令和7年度の振り返り
(2)訪問介護における同一建物居住者へのサービス提供について(1)

訪問介護
事業所

敷地内建物
利用者50人未満

敷地内建物
利用者50人以上

前6月間（※次ページ参
照）サービス提供数に占め
る割合が
・90％未満：①10％減算
・90％以上：④12％減算

②15％減算

≪減算の考え方≫
【事業所と同一敷地内】

敷地外建物
利用者20人未満

敷地内建物
利用者20人以上

③10％減算

減算なし

【事業所と同一敷地外】

減算内容 算定要件 体制等届出

①10%減算 事業所と同一の敷地又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者（②及び④
に該当するものを除く）

届出必要：「同一建物減算
（同一敷地内建物等に居住
する者への提供）」に該当

②15%減算 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の数が1月あたり50人以上の場合
届出必要：「同一建物減算
（同一敷地内建物等に居住
する者への提供（利用者50
人以上））」に該当

③10%減算 上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住する利用者の人
数が1月あたり20人以上の場合） 届出不要

④12%減算
前6月間（※次ページ参照）に提供した訪問介護サービスの影響件数のうち、事
業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者（②に該当す
る者を除く）に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合）

届出必要：「同一建物減算
（同一敷地内建物等に居住
する者への提供割合90％以
上）に該当

≪算定要件と体制届の関係≫



02.令和7年度の振り返り
(2)訪問介護における同一建物居住者へのサービス提供について(2)
≪12％減算が適用される判定期間の考え方≫

判定期間 体制等届出 減算適用期間

３月１日から８月３１日の６月間
９月１５日までに
「介護給付費算定に係る体制
等に関する届出書」を提出

１０月１日から翌３月３１日まで

９月１日から翌２月末日の６月間
３月１５日までに
「介護給付費算定に係る体制
等に関する届出書」を提出

４月１日から９月３０日まで

上記期間での判定の結果、それまでの「該当」（もしくは「非該当」）から変
更がなければ、介護給付費に係る体制等に関する届出書（加算届）の提出は不
要です。

訪問介護事業所と同一敷地内に利用者が50人未満の建物がある場合、当該訪問
介護事業所の全サービス提供数に占める当該建物での利用者の割合が、上記の
期間で「９０％を未満なのか、９０％以上なのか」を必ず判定してください。
・９０％未満の場合：上記減算適用期間での減算率は１０%
・９０％以上の場合：上記減算適用期間での減算率は１２％



03 介護施設・事業所が行う申請・
届出書類のアドバイス
【変更届編】



03.介護施設・事業所が行う申請・届出書類のアドバイス【変更届編】
（１）そもそも「変更届」とは(1)

(1)介護保険法では次のように定められています。（介護保険法記載の要約）
《居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援》
  指定○○（サービス）事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所
  在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは厚生労働
  省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を指定権者に届けな
  ければならない。

（参考）介護保険法の記載条文
  〇指定居宅サービス、指定介護予防サービス
    ・介護保険法第75条、第115条の5
  〇指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス
    ・介護保険法第78条の5、第115条の15
  〇指定居宅介護支援
    ・介護保険法第82条
  〇指定介護予防支援
    ・介護保険法115条の25



03.介護施設・事業所が行う申請・届出書類のアドバイス【変更届編】
（１）そもそも「変更届」とは(2)

(1)介護保険法では次のように定められています。（介護保険法記載の要約）
《施設サービス》
 

  （指定）○○施設の開設者は、開設者の住所その他厚生労働省令で定
  める事項に変更があったときは厚生労働省令で定めるところにより、
  10日以内に、その旨を指定権者に届けなければならない。

（参考）介護保険法の記載条文
  ・指定介護老人福祉施設
    介護保険法第89条
  ・介護老人保健施設
    介護保険法第99条
  ・介護医療院
    介護保険法第113条  



03.介護施設・事業所が行う申請・届出書類のアドバイス【変更届編】
（１）そもそも「変更届」とは(3)
(2)前ページまでの「厚生労働省令」とは「介護保険法施行規則」のことです。
 「介護保険法施行規則で定める事項（変更届が必要な事項）」は、次の記載
 条文に示されています。

 〇指定居宅サービス、指定介護予防サービス
   ・介護保険法施行規則第131条、第140条の22
 〇指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス
   ・介護保険法施行規則第131条の13、第140条の30
 〇指定居宅介護支援
   ・介護保険法施行規則第133条
 〇指定介護予防支援
   ・介護保険法施行規則第140条の37
 〇指定介護老人福祉施設
   ・介護保険法施行規則第135条
 〇介護老人保健施設
   ・介護保険法施行規則第137条
 〇介護医療院
   ・介護保険法施行規則第138条



03.介護施設・事業所が行う申請・届出書類のアドバイス【変更届編】
（２）変更届の記載にあたっての注意点(1)
 

申請者は法人です。
法人の所在地、法人の名称、法人の代表者名を書
いてください。

（例）居宅サービス・施設サービス・介護予防サービスの「変更届出書」

届出は、変更日の10日以内にお願いします。

事業所番号は必ず記載してください。
法人番号が分からない場合、空欄で構いません。
事業所名、事業所の所在地を書いてください。

「変更日」とは変更が発生した（する）日付です。

変更の該当項目に「〇」をつけてください、（変
更箇所が複数ある場合は、該当する変更項目の全
てに「〇」を付けてください。

可能な限り、この欄内に変更内容を記載してくだ
さい。
運営規程を変更される場合、変更後の運営規程を
添付してください。

居宅・施設・介護予防の変更届出書を例示
していますが、上記は全てのサービスの届
出書に当てはまります。



03.介護施設・事業所が行う申請・届出書類のアドバイス【変更届編】
（２）変更届の記載にあたっての注意点(2)
 

正しい電話番号、FAX番号、Emailアドレスを記載してく
ださい。
※電話番号、FAX番号、Emailを変更される場合も変更届
 の対象です。

（例）介護老人福祉施設の付表

事業所名（施設名）・事業所の所在地を記載してください。

正しい管理者情報を記載してください。
特に兼務情報は最新のものをご確認ください

人員基準に照らし合わせて、過不足がないか確認して記載
してください。

介護老人福祉施設の付表を例示しましたが、上記
の内容は、全てのサービスの付表に当てはまりま
す。
（注意）
・電子申請届出システムで付表を作成される場合、 
 変更前の情報より、変更後の情報が重要です。
 変更後の情報が正しく作成されているか確認を
 して、提出してください。



03.介護施設・事業所が行う申請・届出書類のアドバイス【変更届編】
（３）「変更届」が必要な事項の確認
 〇松江市介護保険課では、介護保険法施行規則に基づいて、変更届が必要な
  事項と提出物（添付書類等）の一覧をホームページに掲載しています。

 （掲載場所）

  サービスごとに、変更届の内容や添付書類等が異なります
  ので、ご確認ください。

松江市ホームページトップ ＞ 健康・福祉 ＞ 【事業者向け情報】医療・
福祉関係 ＞ 【事業者向け情報】介護保険 ＞ 申請書・報告書・届出書
（介護保険） ＞ 指定(更新)申請・変更届出等の様式（全サービス） ＞ 
(3)添付書類等・チェックリスト・変更届出時 



04 「高齢者施設向け感染症対策」
研修動画の活用



04.「高齢者施設向け感染症対策」研修動画の活用

(1)「高齢者施設向けの感染症対策」研修動画
  高齢者施設等で日頃感じるＢＣＰと感染症(衛生管理)についての疑
  問の解決に活用していただくことを目的に、「しまね健康情報e- 
  ラーニングシステム」の『しまねCOMMONS』に研修動画が掲載さ
 れています。
(2)動画内容
 ・「これでわかる！BCP と感染症について～①お悩み解決編～」(約10分)
 ・「これでわかる！BCP と感染症について～②見直し実践編～」(約13分)
(3)視聴方法（手順）
 ① しまねコモンズ
 ② 新規登録
 ③ ログイン
 ④ 「これでわかる！BCP と感染症について」を選択し視聴

検索



04.「高齢者施設向け感染症対策」研修動画の活用

(4)「高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）」との関係
  ・この動画の視聴完了で「高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）」の研修
   要件（※）を満たすものとして取扱います。
   (※)研修要件とは
      当該加算を算定するためには「医療機関が行う院内感染症に関す
      る研修又は訓練を１年に１回以上参加し、指導及び助言を受ける
      こと」とされています。
(5)運営基準との関係
  ・上記加算の算定の有無に関わらず、居宅サービス基準192条により準用
   する同104条（介護老人福祉施設基準第29条）第2項に基づき行う、「介
   護職員その他従業員に対して実施する感染症の予防及びまん延防止のた
   めの研修」にも該当します。
  ・このことから、上記加算の算定の有無に関わらず、この動画で研修をし
   た際は、その研修記録等を残してください。



04.「高齢者施設向け感染症対策」研修動画の活用

(6)しまね健康情報e-ラーニングシステムとは
   島根県と島根大学医学部環境保健医学講座が連携し、日々の健康に役立
   つ情報を、研修・講座を動画で視聴できます。
  〇「しまねCOMMONS」
   島根大学医学部が監修した身近な疾病の基礎知識や治療に関する最新情 
   報が掲載されています。
   医療関係者・介護サービス従事者の皆様向けのコンテンツです。
  〇「しまねＭＡＭＥインフォ」
   県民の皆様が、健康に関する情報を視聴いただけるコンテンツです。
   高血圧、運動、食事など日々の生活習慣に取り入れたい内容や、医療費
   の仕組みなど様々なテーマで掲載されています。

前ページで紹介した「高齢者施設向け感染症対策」だけでなく、介護施
設・事業所でも幅広く役立つコンテンツがありますので、日々の業務に役
立ててみてください。



05
厚生労働省 社会保障審議会(介護保
険部会)・介護給付費分科会 資料

より

(1)協力医療機関連携加算に係る
  要件変更について
(2)やむを得ない事情における人
  員欠如に係る特例的な取扱い
(3)通信機能を備えた福祉用具に
  ついて



出典：厚生労働省 社会保障審議会 給付費分科会（令和８年３月３０日）資料より 

05.厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)・介護給付費分科会 資料より

(1) 協力医療機関連携加算に係る要件変更について(1)
令和８年３月３０日介護給付費分科会



(1) 協力医療機関連携加算に係る要件変更について(2)（解説）

◎令和８年４月より診療報酬の改定がありました。
 その際、診療報酬について検討する中医協(※1)では、「医療機関
 が多数の施設(※2)と連携することが可能となるためのカンファレ
 ンスの頻度等、その他要件のあり方」が議論されました。
 （※1：中央社会保険医療協議会）
 （※2：厚生労働省資料において「介護施設」ではなく「施設」と表記）

◎その結果、診療報酬改定において、関係報酬の要件である「協力医
 療機関と介護保険施設等とで行われる定期的な会議の開催頻度」が
 次のように定められました。
 ・ＩＣＴによる情報共有を行う場合は年１回
 ・ＩＣＴによる情報共有を行わない場合は原則年３回

 

令和８年３月３０日介護給付費分科会
05.厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)・介護給付費分科会 資料より



(1) 協力医療機関連携加算に係る要件変更について(3)（解説）

◎前ページの診療報酬改定により、診療報酬と同様に給付費分科会で
 は「協力医療機関連携加算」の算定要件のうち『定期的な会議の開
 催」についても下記のように見直す、とされています。
 
●対象サービス
 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
 介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生
 活介護、認知症対応型共同生活介護
 

現行
・概ね月１回以上
・電子的システムのより入所者・入居者の情報が随時確認できる
 体制が確保されている場合は年３回以上

改定（案） 現在、審議中です。
・ＩＣＴによる情報共有を行う場合は年１回
・ＩＣＴによる情報共有を行わない場合は原則年３回

令和８年３月３０日介護給付費分科会
05.厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)・介護給付費分科会 資料より



05
(1)協力医療機関連携加算に係る
  要件変更について
(2)やむを得ない事情における人
  員欠如に係る特例的な取扱い
(3)通信機能を備えた福祉用具に
  ついて

厚生労働省 社会保障審議会(介護保
険部会)・介護給付費分科会 資料

より



(2) やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(1)
令和８年３月３０日介護給付費分科会

出典：厚生労働省 社会保障審議会 給付費分科会（令和８年３月３０日）資料より 

05.厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)・介護給付費分科会 資料より



(2) やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(2)
令和８年３月３０日介護給付費分科会

出典：厚生労働省 社会保障審議会 給付費分科会（令和８年３月３０日）資料より 

05.厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)・介護給付費分科会 資料より



(2) やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(3)（解説）
令和８年３月３０日介護給付費分科会

◎給付費分科会での論点（抜粋してアレンジ）
 ①人員基準で定められ、人員欠如減算の対象職種が急な退職等で欠
  員となった場合、３割減算は経営破綻に繋がりかねない。
 ②人員欠如の減算に至る期間の猶予期間が見直しが必要である。
 ③３割減算は大きいが、サービスの水準を確保するため、基準の緩
  和には慎重を要する。

現行
・人員基準の１割を超える欠如：欠如月の翌月から解消月まで減算
・人員基準の１割以下の欠如 ：欠如月の翌々月から解消月まで減算 

改定（案） 現在、審議中です。
・次の条件を満たす場合、１年に１回限り、３月を超えない期間（人
 員欠如発生の属する月の翌々月）まで介護給付費の減算を猶予する。
（条件）
 ・突発的な事案であること
 ・公共職業安定所等の活用等により職員の確保に係る取組を行っていること
 ・一部の職員への過度な業務負担とならないよう、労働時間管理、体制整備を図っていること

05.厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)・介護給付費分科会 資料より



05
(1)協力医療機関連携加算に係る
  要件変更について
(2)やむを得ない事情における人
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(3)通信機能を備えた福祉用具に
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厚生労働省 社会保障審議会(介護保
険部会)・介護給付費分科会 資料

より



(3) 通信機能を備えた福祉用具について(1)
令和８年３月３０日介護給付費分科会

出典：厚生労働省 社会保障審議会 給付費分科会（令和８年３月３０日）資料より 

改正後のイメージ 現在、審議中です。

05.厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)・介護給付費分科会 資料より



(3) 通信機能を備えた福祉用具について(2)
令和８年３月３０日介護給付費分科会

出典：厚生労働省 社会保障審議会 給付費分科会（令和８年３月３０日）資料より 

（注意）給付対象外の機能が含まれた機器は、その機能の利用に要する費用が自己負担であっても、福祉用具残帯を給付対象外とする。

05.厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)・介護給付費分科会 資料より



(3) 通信機能を備えた福祉用具について(3)
令和８年３月３０日介護給付費分科会

◎今後のスケジュール

 〇令和８年４月～：福祉用具情報システム（TAIS）の改修
 

 〇令和８年６月頃：改正通知・Q&Aの発出
 〇解説通知：上述のQ&Aの発出後、自治体、居宅介護支援事業所、
       福祉用具貸与事業所等への説明会実施
 〇TAISの改修完了後、改正通知が施行
  （現時点でTAISの改修完了時期は明らかになっていません。）

05.厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)・介護給付費分科会 資料より



06 今後の集団指導スケジュール
（予定）



◎令和9年4月に介護報酬改定が行われることは「01.はじめに」で書い
 た通りです。
 給付費分科会はゴールデンウィーク以降は各月複数回開催される予
 定です。
 それに合わせて介護保険部会の開催回数も増えてきます。
 これらの会議の開催の度に集団指導ができればよいですが、実際に
 は難しい部分もございます。
 このことから、皆さんも厚生労働省のホームページに掲載される介
 護保険部会や給付費分科会の資料や議事録を適宜見ていただくこと
 を推奨します。

◎令和8年度は、可能な限りパワーポイントによる集団指導を松江市の
 ホームページに掲載します。（奇数月を予定しています。）

◎令和5年度から令和7年度まで実施していました、会場とWebを使っ
 たハイブリッド型の集団指導も検討しています。また、テーマや開
 催時期は現在検討中ですので、決定し次第、周知をいたします。
 

06.今後の集団指導スケジュール（予定）



07 終わりに



◎令和8年度は、令和6年度以降に介護施設・事業所やその運営法人か
 ら寄せられた一般的な質問についてのQ&Aを何らかの方法で周知で
 きるようにしたいと、現在、検討しています。
 例年200件前後の質問があり、報酬改定の年度は350件を超えます。
 これらのことから、このQ&Aの整理にはもう少し時間をいただきた
 いと思いますが、介護施設・事業所の皆さんに活用いただけるもの
 を作成したいと考えておりますので、ご理解ください。

07.終わりに



令和８年５月
松江市介護保険課

令和８年度松江市介護保険事業者集団指導
「第１回集団指導（パワーポイント指導）」


